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別紙 ５ 平成２２年度 事務事業評価調書（新規用）
北広島市

整理番号 469 事務事業名
はしご付消防自動車オーバー

ホール実施事業
作成部署 消防本部総務課 内線　699

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 高田　信夫 課長職名 山本　稔 作成日 平成22年9月10日

【１ 事務事業の概要 】 

　構造が複雑で、かつ長期にわたり運用されるはしご消防自動車は、通常の保守点検に加えて、専門技術者によるオー
バーホールを行うことにより、期待される性能と安全性を確保することが可能となる。
　平成16年2月消防庁通知「はしご自動車の適正な点検整備の実施について」で、日本消防検定協会が示す「はしご自
動車の安全基準」に従い、7年経過若しくは使用時間1,500時間を超えた車両はオーバーホールの実施等適正な点検整備
に留意するよう指示があった。
　このことから、運用開始から9年経過し、使用時間も2,715時間（平成22年8月末現在）と基準を上回っているはしご
消防自動車のオーバーホールを行う。

事務事業開始年度 H23
根拠法令等

・はしご自動車の適正な点検整備の実施について（平成16年2月総務省消防
庁）
・はしご自動車の安全基準　　・消防組織法第6・8条〃  終了予定年度

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

  はしご付消防自動車

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

  はしご付消防自動車に期待される性能と安全性を確保する。

【２ 計　画 】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 美しい環境につつまれた安全なまち

節） 消防・救急体制の充実

施策） 消防体制の充実

手
　
　
段

※ 市が行う事務事業の具体的な実施内容（補助等の場合は、団体の活動内容）

平成23年度   はしご付消防自動車のオーバーホールの実施

平成24年度

平成25年度
以　　　降

【３ 費用の予定額 】 （単位：千円）

【事業費の推移】 23年度予定額 年度予定額
年度以降の予定額

毎年度（参考値）

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 82 7,021 20,722

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

① 合　計 82 7,021 20,722 0

② 人　数（年間）

④＝②×③ 0 0 0 0

　総　事　業　費 ①＋④ 82 7,021 20,722 0

人  件  費
（概算）
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整理番号 469
【４ 指　標 】

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 23年度目標 24年度目標 25年度目標 最終目標

活 動
指 標

基 本
指 標

はしご消防自動車オーバーホール

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

【５ 評　価 】

チ ェ ッ ク 項 目 選択理由、説明等

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　住民の安全・安心の維持のためには必要な事業であ
る。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度は適切か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　安全確実な災害対応のために、実施することが相応
しい事業である。

緊
急
性

・すぐに実施する必要があるか
　（緊急度合）
・熟度は高まっているか

3

「はしご自動車の適正な点検整備の実施について」消
防庁通知で示された運用経過年数7年及び使用時間
1,500時間の基準をともに超えていることから、早期に
実施しなければならない。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

効
率
性

・投入する予算や人員に見合った効果が得られるか
　　（費用対効果の度合）
・効率的な実施方法か
　（同じ経費で他に効率的な方法はないか）

3
　使用目的が人命救助であることから、効率性の判断
はなじまない。

公
平
性

・受益者負担の必要性はないか
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
　ていないか

-

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどなく、市で実施していく。

民間等での実施または市民等との協働が可能であり、検討していく。

民間等で実施または協働して取り組んでいく。

総　合　判　定 説　　　　　明　（内部評価委員会の意見）

　実施する

　必要と考えるが、現車両の耐用年数等を考慮し、実施時期については検討すること。　再検討（見送り）

　実施しない

【事業担当部局による説明】
　当市は中高層建築物の多いまちであり、はしご自動車の性能の確保は、そこで暮らす市
民の安心に結び付くものであることから早期に実施したい。

【６ 総合判定と説明 】


